
石巻広域都市計画の

変更案に関する説明会

資料２

石巻広域都市計画区域区分の変更（素案）

- 1 -



総括表（石巻広域都市計画区域区分の変更）

１ 基本方針

（１）経緯

「石巻広域都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」については ，昭和４５年１２月に

当初決定，昭和５５年１１月に第１回，昭和６２年１０月に第２回，平成７年６月に第３回，平成

１５年６月に第４回，平成２２年5月に第5回，そして平成２８年５月に第６回の見直しを行っ

た。

今回，平成２８年から都市計画基礎調査を行った結果，同方針の第７回見直しを行うこと

とした。

（２）見直しの考え方

①災害からの復興の推進及び災害に強く，安全で安心して暮らせるまちづくり

震災からの復興を推進し,新たな住宅地における地域コミュニティの形成・充

実等を促進するとともに，将来に起こりうる災害（地震，津波）へ備えるため，

災害に強く，安全で安心して暮らせるまちづくりを進める。

②人口減少・超高齢社会に対応した集約市街地の形成及び公共交通ネットワーク

の充実

本区域は復興事業により鉄道駅と居住地が近接した集約市街地が形成されつ

つあることから，従来の低密度で拡散された市街地の方向性を改め，暮らしや

すさの向上とともに，環境負荷の低減に資するよう，居住地や都市機能を集約

した拠点形成による都市構造の実現を図りつつ，これと連携した公共交通ネッ

トワークの充実を図る。

③富県宮城の実現に資する力強い産業の再生と創出

本区域の力強い産業の再生とともに，さらに地域経済を力強く牽引するもの

づくり産業（製造業）の振興を図る。また，製造品出荷額の向上に寄与する産

業拠点を形成するため，学術・研究機関と連携し，高度技術産業の育成を推進

するとともに，国際的に競争力のある産業集積を図る。

④優れた自然・歴史的自然の保全と，これらを生かした観光・交流機能の強化

特別名勝松島や三陸復興国立公園に代表される恵まれた自然・歴史的環境の

保全を図るとともに，これら資源を生かした観光・交流機能の強化として，観

光客の受入環境の向上に資する都市基盤の充実等を図る。

- 2 -



２ 変更の内容

（１）変更理由

無秩序な市街化を防止し，計画的かつ合理的な土地利用の実現を図るため，「石巻

広域都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」に基づき，区域区分を変更するも

の。

（２）人口 （単位：千人）

年次／人口 前回計画（平成28年5月） 今回計画

行政区域 都市計画区域 市街化区域 行政区域 都市計画区域 市街化区域

平成１７年 221.2 171.6 145.8 221.2 171.6 145.8

平成22年 213.8 168.4 144.9 213.8 168.4 144.9

平成27年 － － － 193.1 154.4 133.2

平成３２年 179.2 147.6 131.2 － － －

平成３７年 － － － 171.3 141.3 125.1

平成４２年 157.5 133.7 121.9 － － －

平成４７年 － － － 161.1 128.9 117.1

（３）面積及び人口密度

行政区域 都市計画区域 変更前市街化区域 今回追加面積 今回除外面積

72,344 ha 27,041 ha 4,330 ha 82 ha 0 ha

差引き増減 変更後市街化区域 保留された地域 可住地人口密度

82 ha 4,412 ha 0 ha 約60（人/ha）

３．区域区分変更箇所別一覧表

（１）市街化区域に編入する区域

市町村名 地区名 面積 編入理由 備考

東松島市 あおい 23.6ha 復興特区法により既に市街地を形成している区域 住居系

東松島市 牛網 4.8ha 復興特区法により既に市街地を形成している区域 住居系

東松島市 野蒜ヶ丘 38.3ha 復興特区法により既に市街地を形成している区域 住居系

東松島市 小松谷地 13.2ha 地方拠点法により既に市街地を形成している区域 住居・商業系

女川町 清水 0.08ha 復興特区法により既に市街地を形成している区域 住居系

女川町 小乗 1.9ha 復興特区法により既に市街地を形成している区域 住居系

合計 約82ha

（２）市街化調整区域に編入する区域

なし
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